
周南市大津島老人デイサービスセンター重要事項説明書 

【令和7年4月1日現在】 

当事業所は、介護保険の指定を受けています。 

指定番号 ３５７０５００３２６ 

 

１ 事業者（法人）について 

法 人 名 称 社会福祉法人 周南市社会福祉事業団 

代 表 者 氏 名 理事長  岩 﨑 哲 司 

法 人 所 在 地 周南市瀬戸見町１２番３０号 

電 話 番 号 ０８３４－３４－８８８１ 

法人設立年月日 昭和４９年５月８日 

 

２ 指定地域密着型通所介護等のサービスを提供する事業所について 

（１）事業所の概要 

事 業 所 名 称 周南市大津島老人デイサービスセンター 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
指定番号 ３５７０５００３２６ 

事 業 所 所 在 地 周南市大字大津島２２１番地 

電 話 番 号 ０８３４－８５－２１３８ 

管 理 者 所 長  進 賀 共 代 

開 設 年 月 日 平成７年４月１日 

通 常 の 事 業 の 

実 施 地 域 
周南市（大津島地区） 

利 用 定 員 １５名（自立支援通所介護の上限は７名） 

 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

 在宅の要支援状態または要介護状態にある高齢者等に対し、適切な通所介護

等のサービスを提供することにより、利用者の自立的生活の助長、社会的孤立

感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的

な負担の軽減を図ることを目的とします。 

運 営 の 方 針 

 通所介護等の事業の適正な運営を確保するために、介護保険法令にしたがい、

人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用

者の立場に立った適切な通所介護等のサービスを提供します。 

 

（３）営業日及び開館時間 

営 業 日 月曜日～金曜日 

開 館 時 間 月曜日～金曜日  午前９時～午後４時 

休 館 日 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（１２月２９日～翌年１月３日）、８月１５日 

 



（４）サービス提供時間 

通 所 介 護 

サ ー ビ ス 

提 供 時 間 

午前９時～午後３時 

 サービス提供時間につきましては、上記時間内において通所介護計画に基づ

き実施いたしますので、利用者ごとにサービス提供時間に違いが生じることが

あります。 

訪 問 介 護 

サ ー ビ ス 

対 応 時 間 

午前９時～午後４時 

 サービス提供時間につきましては、上記時間内において通所介護計画に基づ

き実施いたしますので、利用者ごとにサービス提供時間に違いが生じることが

あります。 

 

（５）職員の配置状況 

当事業所は、地域密着型通所介護等のサービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。 

＜職員の配置状況及び管理者＞ 

職  種 配 置 状 況 職 務 内 容 

所長 （管理者 ） 1名 
・デイサービスセンターの管理、運営を行います。 

※生活相談員と兼務いたします。 

生 活 相 談 員 1名以上 

・利用者の日常生活上の生活援助を行うとともに、利

用申込に係る調整、通所介護等計画の作成等を行いま

す。 

※所長と兼務いたします。 

看 護 職 員 1名以上 

・利用者の健康管理や療養上の支援を行いますが、日

常生活上の介護等も行います。 

※機能訓練指導員と兼務いたします。 

介 護 職 員 

（通所介護担当） 
1名以上 

・入浴、排泄、食事等の介護を行うとともに、利用者

の送迎を行います。 

※常勤１名は生活相談員と兼務いたします。 

※常勤 1名は介護職員（訪問介護担当）と兼務します。

※介護職員は自立支援通所介護職員と兼務します。 

介 護 職 員 

（訪問介護担当） 
1名以上 

・身体介護又は生活援助等の日常生活を営むのに必要

な指定訪問介護のサービスを提供します。 

※介護職員（通所介護担当）と兼務いたします。 

自 立 支 援 通 所 

介 護 職 員 
1名以上 

・自立支援通所介護利用者の日常生活上の援助を行い

ます。※常勤１名は生活相談員と兼務します。自立支

援通所介護職員は、介護職員と兼務します。 

機能訓練指導員 1名以上 
・利用者の機能訓練を担当します。 

※看護職員と兼務いたします。 

事 務 職 員 1名以上 
・デイサービスの運営に係る事務を行います。 

※介護職員と兼務いたします。 

                                           ※（  ）については兼務職員です。   

＜職員の勤務時間＞ 

勤 務 時 間 午前８時３０分～午後５時 15分 

 

 

 

 



３ 提供するサービスの内容及び利用料金について 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

  以下のサービスについて、利用料金の大部分（９割から 7 割）が介護保険から給付されます。 

サ ー ビ ス 区 分 

と 種 類 
サ ー ビ ス の 内 容 

通所介護サービス 
 移動、排泄、食事、入浴の介助等、利用者の心身の状況や心理状態に応じて

援助を行い、安心して活動等に参加できるよう介護いたします。 

利 用 者 居 宅   

へ の 送 迎 

（ 通 所 介 護 ） 

 事業所が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行

います。道路事情により自動車による送迎が困難な場合は、車椅子又は歩行介

助により送迎を行うことがあります。 

※利用者自ら通う、ご家族が送迎を行う等、当事業所が送迎を実施しない場合、

基本単位から片道あたり 47 単位減算いたします。 

生 活 機 能 向 上 

グ ル ー プ 活 動 

（ 通 所 介 護 ） 

 利用者の能力に応じて、利用者の運動器の機能向上を目的として、個別的

に機能訓練を実施いたします。また健康体操やレクリエーション活動等を通

し、日常生活動作の自立度の向上及び維持を図ります。 

そ

の

他 

健 康 管 理 
 来所時に体温、血圧等バイタルチェックを行い、サービス中も健康に留意し

ていきます。 

生 活 相 談  利用者及びそのご家族の健康や介護等に関する相談等を行います。 

創作活動等 
 利用者の選択に基づき、教養、趣味、娯楽などの活動をしていただく機会を

作るよう配慮します。 

  

＜サービス利用料金＞ 

  １単位あたりの金額 

地 域 区 分 ７級地 

１単位あたりの 

金 額 
１０．１４円 

 

① 地域密着型通所介護（１日あたり） 

サービス提供時間 ５時間以上～６時間未満 

 基本単位 サービス利用料金 
利用者負担額  

（1割） （2割） （3割） 

要 介 護 １ 657単位 6,661円 667円 1,333円 1,999円 

要 介 護 ２ 776単位 7,868円 787円 1,574円 2,361円 

要 介 護 ３ 896単位 9,085円 909円 1,817円 2,726円 

要 介 護 ４ 1,013単位 10,271円 1,028円 2,055円 3,082円 

要 介 護 ５ 1,134単位 11,498円 1,150円 2,300円 3,450円 

 

※ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消

されるに至った月まで、利用者全員について所定単位を通所介護費等の算定方法に規定する算定方

法に従って算定する。 

 

 

 

 

※ 地域区分とは通常１単位１０円であるものに対し、

人件費の地域格差により１単位あたりの金額が割

り増しされるものです。 

 



◎加算（要介護度による区分はありません） 

 基本単位 サービス利用料金 
利用者負担額 

算定回数等 

1 割 2 割 3 割 

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位 405円 41円 81円 122円 
入浴介助を 

実施した日数 

サービス提供体制 

強 化 加 算 （ Ⅰ ） 

22単位 223円 23円 45円 67円 サービス提供日数 

介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が７０％以上、又は勤続１０年以上の介護福

祉士の割合が２５％以上配置されている場合に算定します。 

介 護 職 員 等 処 遇  

改 善 加 算 （ Ⅰ ） 

基本サービス費（通所介護費）に各種加算減算を加えた月ごとの総単位数に対

し、加算率（９．２％）を乗じた単位数を算定します。 

送 迎 減 算 
送迎を実施していない場合（利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の

事業所が送迎を実施していない場合）は、片道につき 47単位の減算を行います。 

 

※ 介護職員等処遇改善加算・サービス提供体制強化加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除

外されます。 

※ 介護保険給付額は単位数×地域区分（１単位あたりの金額）×給付割合（0.9から 0.7）となります。 

※ 利用者負担額は、サービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた額となります。 

尚、地域区分の端数処理の関係上、請求金額は表示した金額と異なることがあります。 

※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた 

時間数（計画時間数）によるものとしますが、利用者の希望又は心身の状況等により、あるサービス提 

供日における計画時間数を短縮した場合は、その日に係る通所介護計画を変更し、変更後のサービ 

ス提供時間数に応じた利用料となります。なお引き続き、計画時間数とサービス提供時間数が異なる 

場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに通所介護計画の見直し 

を行ないます。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

食 事 の 提 供 
利用者に提供する食事の費用です。 

利用料金： ６４０円（1 食あたり、食材料費を含む） 

レクリエーション

ク ラ ブ 活 動 等 

利用者のご希望により、レクリエーションやクラブ活動を実施させていただく

際にかかる費用です。  利用料金：材料費の実費 

複 写 物 の 交 付 
利用者は、サービスの提供について記録を閲覧することができます。 

利用料金：無料（複写物を必要とする場合は申し出ください） 

日常生活上必要と

な る 諸 費 用 

日常生活品の購入代金等、利用者の日常生活に要する費用で、利用者に負担い

ただくことが適当であるものにかかる費用を負担して頂きます。 

 

※ 利用料金の全額が利用者負担となります。 

※ その他、利用者に必要なものが生じた場合、その都度相談に応じさせていただきます。 

※ 経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相応な額に変更することがあります。 

その場合変更の内容と事由について、変更を行う１ヶ月前までに説明します。 

 

 

 



 

① 総合事業通所介護（１月あたり） 

 基本単位 サービス利用料金 
利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

事 業 対 象 者 

要 支 援 １ 

（週 1 回程度） 

1,798 単位 18,231 円 1,824 円 3,647 円 5,470 円 

要 支 援 ２ 

（週 1 回程度） 
1,810 単位 18,353 円 1,836 円 3,671 円 5,506 円 

事 業 対 象 者   

要 支 援 ２ 

（週 2 回程度） 

3,621 単位 36,716 円 3,672 円 7,344 円 11,015 円 

 

※ 人員基準上必要とされる員数から 1 割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如

が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数を通所介護費等の算定方法に既

定する算定方法に従って減算する。 

 

◎加算   

 基本単位 サービス利用料金 
利用者負担額 

算定回数等 

1 割 2 割 3 割 

サービス提供体制 

強 化 加 算 （ Ⅰ ） 

事業対象者

要支援 1 ・2 

（週 1回程度） 

88 単位 

892 円 90 円 179 円 268 円 

サービス提供月 
事業対象者

要 支 援 2 

（週 2回程度） 

176 単位 

1784 円 179 円 357 円 536 円 

介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が７０％以上、又は勤続１０年以上の介護福

祉士の割合が２５％以上配置されている場合に算定します。 

介 護 職 員 等 処 遇  

改 善 加 算 （ Ⅰ ） 

基本サービス費（通所介護費）に各種加算減算を加えた月ごとの総単位数に対

し、加算率（９．２％）を乗じた単位数を算定します。 

送 迎 加 算 
送迎を実施していない場合（利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の

事業所が送迎を実施していない場合）は、片道につき 47単位の減算を行います。 

 

※ 本事業は地域支援事業の中の介護予防・日常生活支援総合事業に位置付けられた事業であり、介護 

保険給付とは異なる為、上記の利用料金で介護保険給付の対象となるサービスを受けることができ 

ます。 

※ 介護職員等処遇改善加算・サービス提供体制強化加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除 

  外されます。 

※ 給付額は、単位数×地域区分（1 単位あたりの金額）×給付割合（0.9 から 0.7）となります。 

※ 利用者負担額は、サービス利用料金から給付額を差し引いた額となります。 



※ 上記利用者負担額に関しては、参考金額です。地域区分の端数処理関係上、請求金額と異なること 

があります。 

※ 利用者の体調不良や都合などにより、総合事業通所介護計画に定めた期日よりもご利用が少なかっ 

た場合、または多かった場合であっても、日割りでの割引や増額はいたしません。 

※ 月毎の定額制となっているため、月途中からの利用開始や、月途中で終了した場合であっても、以 

下に該当する場合を除いては、原則として日割り算定は行いません。 

     1. 月途中に認定が変更となった場合。 

     2. 同一保険者管内での転居などにより事業所を変更した場合。 

3. 月途中でショートステイを利用した場合。 

 

② 自立支援通所介護 

 

※ 本事業は、地域支援事業の中の介護予防・日常生活支援総合事業に位置付けられた事業であり、介 

護保険給付とは異なる為、上記の利用料金で入浴以外の介護保険給付の対象となるサービスを受け 

ることができます。 

※ 利用回数は週１回（１月に４週ある月は月４回、５週ある月は月５回）までとなっており、これを 

超えた利用料は全額自己負担となります。 

 

（３）利用料金のお支払い方法について 

利 用 料 金 の 

請 求 方 法 等 

ア 利用料金及びその他の費用の額は利用月ごとに計算し請求いたします。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月 15 日までに利用者あ

てにお届け（郵送または手渡し）いたします。 

利 用 料 金 の   

支 払 い 方 法 等 

ア 利用月の翌々月 15 日までに、現金で当センターにお支払いください。 

イ 納入確認後、領収書を発行いたします。 

 

※ 利用料金及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から 

２月以上遅延し、さらに支払いの督促から 14 日以内に支払いがない場合には、サービス提供の契 

約を解除したうえで、未払い分をお支払いいただくことがあります。 

 

４ 事業所従業者の禁止行為 

 すべての職員はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。 

（１）医療行為（ただし、看護職員が行う、たんの吸引等を除く） 

（２）利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり。 

（３）利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受。 

 

（４）身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者または第三者等の生命や身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除く） 

（５）その他利用者または家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為。 

 

５ 利用の中止、変更、追加 

（１）利用者の都合により、サービスの利用を中止または変更、もしくは新たなサービスを追加するこ

利用料 
利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

3,500 円 350 円 700 円 1,050 円 



とができます。サービス利用予定日前日までにご連絡ください。 

（２）サービス提供は通所介護計画等に基づいて行います。なお、通所介護計画等は利用者の心身の状

況や意向等の変化により、必要に応じて変更することができます。 

   ※サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証を確認させていただきます。被保険者証の内

容に変更があった場合には速やかに当事業所にお知らせください。 

 

６ 利用に際しての留意事項 

 当事業所のご利用にあたって、下記の事項にご留意ください。 

送 迎 

原則として玄関の中までのお迎え・お送りをいたします。送迎の時間について、

電話にてご連絡させていただきます。当日の道路状況等により、お知らせした時

間通りに送迎ができないこともございますがご容赦くださいませ。 

喫 煙 
所定の場所での喫煙をお願いいたします。必要に応じて煙草、ライター等お預か

りすることがございます。 

金銭･貴重品管理 
原則として利用者の責任において管理して頂きます。必要以上の金銭・貴重品を

持参いただくことはご遠慮ください。 

宗教･政治・営業等

の 活 動 
他の利用者に対する宗教活動、政治活動、営業活動等はご遠慮ください。 

食 べ 物 の 持 込 健康上の理由等によりご遠慮ください。 

そ の 他 
衣類や薬、飲食物、貴重品等を自宅から持参し、他の利用者へ譲渡することはご

遠慮ください。 

 

７ 虐待防止のための措置に関する事項について 

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を下記のとおり選定しています。 

虐待防止に関する責任者 所長 進 賀 共 代 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）職員に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者（現に擁護している家族・親族・同居人等）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

８ 身体拘束について 

 事業所は原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある 

場合等、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者 

に対して説明し、同意を得たうえで、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合には、 

身体拘束を行った日時、理由及び対応等についての記録を行います。また事業所として身体拘束を 

なくしていくための取り組みを積極的に行います。 

 

９ 個人情報の取扱について 

（１）事業所は、サービス提供するうえで知り得た個人情報について、正当な理由なく第三者に提供す

ることはいたしません。これはサービス提供の契約が終了した後にも継続します。 

（２）個人情報は、適正かつ公正な手段により収集します。個人情報の収集にあたっては目的を明確に

し、必要最小限度の範囲とします。 

（３）個人情報の使用について、利用者及びその家族から予め文書で同意を得たうえで、必要な範

囲内において適正に使用します。 

 



１０ 緊急時の対応方法について 

 サービス提供中に、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医への 

連絡を行う等必要な措置を講じるとともに、家族、救急隊、居宅介護支援事業所または地域包括支 

援センター等に連絡します。 

 

１１ 事故発生時の対応 

（１）事業所が提供したサービスにより事故が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る

居宅介護支援事業所または地域包括支援センター等に連絡をするとともに、必要な措置を講じま

す。 

（２）事業所が提供したサービスが原因で、利用者に生じた損害については、事業所が賠償する責任を

負います。但し、利用者の故意、または過失が認められた場合や、利用者の急激な体調変化等、

事業所が提供したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が生じた場合は、損害賠

償責任を減じ、免れることができるものとします。 

 

１２ 非常災害対策 

（１）非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備 

し、それらを定期的に従業員に周知します。 

（２）定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行います。（年２回程度） 

 

１３ サービス提供に関する相談、苦情について 

   当事業所に対する苦情やご相談は以下の窓口までお申し出ください。 

(1) 当事業所苦情受付窓口 

所 在 地    周南市大字大津島２２１番地 

担 当 者    生活相談員 

電話番号    ０８３４－８５－２１３８ (FAX ０８３４－８５－２１３８) 

受付時間    毎週月曜日～金曜日   午前９時～午後４時 

 

(2) 当事業所以外の苦情申立窓口 

周南市 高齢者支援課 

住  所：周南市岐山通 1-1 

電話番号：0834-22-8467(FAX0834-22-8251) 

受付時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分 

周南市 地域福祉課 

住  所：周南市岐山通 1-1 

電話番号：0834-22-8462(FAX0834-22-8396) 

受付時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分 

山口県国民健康保険団体連合会 

住  所：山口市朝田 1980番地 7 

電話番号：083-995-1010 (FAX083-934-3665) 

受付時間：午前 9時～午後 5時 

周南市社会福祉事業団 第三者委員   

１４ 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実 施 の 有 無 有  ・  無 

実施した直近の年月日    令和  年  月  日 

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況 有  ・  無 

 

 



 

地域密着型通所介護等のサービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いまし

た。 

 

令和   年   月   日 

 

事  業  所 

所 在 地 

名  称 

 

管理者 

 

周南市大字大津島２２１番地 

周南市大津島老人デイサービスセンター 

（指定番号３５７０５００３２６） 

所 長                        印 

 

説  明  者 
職 名 

氏 名 

生活相談員 

                  印 

  

 

私は、本書面に基づいて、事業所から重要事項の説明を受け、地域密着型通所介護等のサービスの提

供に同意しました。 

 

令和   年   月   日 

 

利  用  者 

住 所 
 

                                     

 

                                印   
氏 名 

代  理  人 

住 所 
 

                                     

 

                                印   

続  柄（                           ） 

氏 名 

 

 

 

 

 

 



周南市大津島老人デイサービスセンター重要事項説明書 

（周南市離島訪問介護相当サービス事業） 

【令和7年4月1日現在】 

当事業所は、介護保険の指定を受けています。 

指定番号 ３５８１５０００１８ 

 

１ 事業者（法人）について 

法 人 名 称 社会福祉法人 周南市社会福祉事業団 

代 表 者 氏 名 理事長  岩 﨑 哲 司 

法 人 所 在 地 周南市瀬戸見町１２番３０号 

電 話 番 号 ０８３４－３４－８８８１ 

法人設立年月日 昭和４９年５月８日 

 

２ 周南市離島訪問介護相当サービス事業のサービスを提供する事業所について 

（１）事業所の概要 

事 業 所 名 称 周南市大津島老人デイサービスセンター 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
指定番号 ３５８１５０００１８ 

事 業 所 所 在 地 周南市大字大津島２２１番地 

電 話 番 号 ０８３４－８５－２１３８ 

管 理 者 所 長  進 賀 共 代 

開 設 年 月 日 平成７年４月１日 

通 常 の 事 業 の 

実 施 地 域 
周南市（大津島地区） 

通 所 介 護 

利 用 定 員 
１５名（自立支援通所介護の上限は７名） 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

利用者が，可能な限り居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことが出来るよう配慮して行うものとし、日常生活上の必要な世話を

行うことにより，利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利

用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。 

運 営 の 方 針 

 訪問介護相当サービス事業の適正な運営を確保するために、周南市の定める

要綱にしたがい、人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人

格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問介護相当サービスを提供します。 

（３）営業日及び開館時間 

営 業 日 月曜日～金曜日 

開 館 時 間 月曜日～金曜日  午前９時～午後４時 

休 館 日 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（１２月２９日～翌年１月３日）、８月１５日 

 



（４）サービス提供時間 

訪 問 介 護 

サ ー ビ ス 

対 応 時 間 

午前９時～午後４時 

 サービス提供時間につきましては、上記時間内において訪問介護計画に基づ

き実施いたしますので、利用者ごとにサービス提供時間に違いが生じることが

あります。 

 

（５）職員の配置状況 

当事業所は、周南市離島訪問介護相当サービス事業等のサービスを提供する職員として、以下の職員

を配置しています。 

＜職員の配置状況及び管理者＞ 

職  種 配 置 状 況 職 務 内 容 

所長 （管理者 ） 1名 
・デイサービスセンターの管理、運営を行います。 

※通所介護生活相談員と兼務いたします。 

生 活 相 談 員 

（通所介護事業） 
1名以上 

・利用者の日常生活上の生活援助を行うとともに、利

用申込に係る調整、通所介護等計画の作成等を行いま

す。※所長と兼務いたします。 

看 護 職 員 

（通所介護事業） 
1名以上 

・利用者の健康管理や療養上の支援を行いますが、日

常生活上の介護等も行います。※機能訓練指導員と兼

務いたします。 

介 護 職 員 

（通所介護担当） 
1名以上 

・入浴、排泄、食事等の介護を行うとともに、利用者

の送迎を行います。 

※常勤１名は生活相談員と兼務いたします。 

※常勤 1名は介護職員（訪問介護担当）と兼務します。

※介護職員は自立支援通所介護職員と兼務します。 

介 護 職 員 

（訪問介護担当） 
1名以上 

・身体介護又は生活援助等の日常生活を営むのに必要

な指定訪問介護のサービスを提供します。 

※介護職員（通所介護担当）と兼務いたします。 

自 立 支 援 通 所 

介 護 職 員 

（通所介護事業） 

1名以上 

・自立支援通所介護利用者の日常生活上の援助を行い

ます。※常勤１名は生活相談員と兼務します。自立支

援通所介護職員は、介護職員と兼務します。 

機能訓練指導員 

（通所介護事業） 
1名以上 

・利用者の機能訓練を担当します。 

※看護職員と兼務いたします。 

事 務 職 員 1名以上 
・デイサービスの運営に係る事務を行います。 

※介護職員と兼務いたします。 

                                           ※（  ）については兼務職員です。   

＜職員の勤務時間＞ 

勤 務 時 間 午前８時３０分～午後５時 15分 

 

３ 提供するサービスの内容及び利用料金について 

(1) 周南市離島訪問介護相当サービス事業の内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問介護計画の作成 

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画

（ケアプラン）に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセ

スメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を

定めた訪問介護計画を作成します。 



身

体

介

護 

食事介助 食事の介助を行います。 

入浴介助 
入浴（全身浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪など

を行います。 

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。 

更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。 

身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。 

体位変換 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 

移動･移乗介助 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 

服薬介助 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 

起床・就寝介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 

自立生活支援

のための見守

り的援助 (安全

を確保しつつ常

時介助できる状

態で行う見守り

等) 

○  ベッド上からポータブルトイレ等 (いす )へ利用者が移乗

する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介

助を行います。  

○  認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守

り・声かけを行い、１人で出来るだけ交換し後始末が出来

るように支援します。  

○  認知症等の高齢者に対して、介護職員が声かけと誘導で食

事・水分摂取を支援します。  

○  入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒予防

のための声かけ、気分の確認などを含む。）を行います。 

○  移動時、転倒しないように側について歩きます。（介護は

必要時だけで、事故がないように常に見守る。）  

○  ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声かけや

見守り中心で必要な時だけ介助）を行います。  

○  本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直

接援助は行わずに、側で見守り、服薬を促します。  

○  ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ

出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよ

う援助する。  

○  認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生

活歴の喚起を促します。  

○  洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立

支援を促し、転倒予防等のための見守り・声かけを行いま

す。  

○  利用者と一緒に手助け及び見守りしながら行うベッドで

のシーツ交換、布団カバーの交換等。衣類の整理・被服の

補修。掃除、整理整頓。調理、配膳、後片付け（安全確認

の声かけ、疲労の確認を含む。）を行います。  

○  車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品

物を選べるよう援助します。   

生
活
援
助 

買物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

調理 利用者の食事の用意を行います。 

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

通院等のための乗車

又は降車の介助 

通院等に際して、訪問介護員等が運転する自動車への移動・移

乗の介助を行います。 



（2）サービス利用料金 

  １単位あたりの金額 

地 域 区 分 ７級地 

１単位あたりの 

金 額 
１０．２１円 

 

 ① 訪問介護サービス 

 基本単位 サービス利用料金 
利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

身 

体 

介 

護 

2 0 分 未 満 163 単位 1,664 円 167 円 333 円 500 円 

2 0 分 以 上 

3 0 分 未 満 
244 単位 2,491 円 250 円 499 円 748 円 

3 0 分 以 上 

1 時 間 未 満 
387 単位 3,951 円 396 円 791 円 1,186 円 

1 時 間 以 上 567 単位 5,789 円 579 円 1,158 円 1,737 円 

567 単位に 30 分 

増 す ご と に 
82 単位 837 円 84 円 168 円 252 円 

生

活

援

助 

2 0 分 以 上 

4 5 分 未 満 
163 単位 1,664 円 167 円 333 円 500 円 

4 5 分 以 上 567 単位 5,789 円 579 円 1,158 円 1,737 円 

 

※ 本事業は周南市離島訪問介護相当サービス事業に位置付けられた事業です。 

※ 給付額は、単位数×地域区分（1 単位あたりの金額）×給付割合（0.9 から 0.7）となります。 

※ 利用者負担額は、サービス利用料金から給付額を差し引いた額となります。 

※ 上記利用者負担額に関しては、参考金額です。地域区分の端数処理関係上、請求金額と異なること 

があります。 

 ② 訪問型サービス（１月あたり） 

 基本単位 サービス利用料金 
利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

事 業 対 象 者 

要 支 援 １ ・ ２ 

（週 1 回程度） 

1,176 単位 12,006 円 1,201 円 2,402 円 3,602 円 

事 業 対 象 者 

要 支 援 １ ・ ２ 

（週 2 回程度） 

2,349 単位 23,983 円 2,399 円 4,797 円 7,195 円 

事 業 対 象 者 

要 支 援 １ ・ ２ 

（週 2 回を超える程度） 

3,727 単位 38,052 円 3,806 円 7,611 円 11,416 円 

※ 給付額は、単位数×地域区分（1 単位あたりの金額）×給付割合（0.9 から 0.7）となります。 

※ 利用者負担額は、サービス利用料金から給付額を差し引いた額となります。 

※ 上記利用者負担額に関しては、参考金額です。地域区分の端数処理関係上、請求金額と異なること 

があります。 

※ 地域区分とは通常１単位１０円であるものに対し、

人件費の地域格差により１単位あたりの金額が割

り増しされるものです。 

 



※ 利用者の体調不良や都合などにより、総合事業訪問介護計画に定めた期日よりもご利用が少なかっ 

た場合、または多かった場合であっても、日割りでの割引や増額はいたしません。 

※ 月毎の定額制となっているため、月途中からの利用開始や、月途中で終了した場合であっても、以 

下に該当する場合を除いては、原則として日割り算定は行いません。 

     1. 月途中に認定が変更となった場合。 

     2. 同一保険者管内での転居などにより事業所を変更した場合。 

3. 月途中でショートステイを利用した場合。 

 

（3）利用料金のお支払い方法について 

利 用 料 金 の 

請 求 方 法 等 

ア 利用料金及びその他の費用の額は利用月ごとに計算し請求いたします。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月 15 日までに利用者あ

てにお届け（郵送または手渡し）いたします。 

利 用 料 金 の   

支 払 い 方 法 等 

ア 利用月の翌々月 15 日までに、現金で当センターにお支払いください。 

イ 納入確認後、領収書を発行いたします。 

※ 利用料金及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から 

２月以上遅延し、さらに支払いの督促から 14 日以内に支払いがない場合には、サービス提供の契 

約を解除したうえで、未払い分をお支払いいただくことがあります。 

 

４ 職員の禁止行為 

職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

① 医療行為 

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除など） 

⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑦ 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑧ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

５ 利用の中止、変更、追加 

（１）利用者の都合により、サービスの利用を中止または変更、もしくは新たなサービスを追加するこ

とができます。サービス利用予定日前日までにご連絡ください。 

（２）サービス提供は訪問介護計画等に基づいて行います。なお、訪問介護計画等は利用者の心身の状

況や意向等の変化により、必要に応じて変更することができます。 

   ※サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証を確認させていただきます。被保険者証の内

容に変更があった場合には速やかに当事業所にお知らせください。 

 

６ 虐待防止のための措置に関する事項について 

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を下記のとおり選定しています。 

虐待防止に関する責任者 所長 進 賀 共 代 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）職員に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者（現に擁護している家族・親族・同居人等）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 



 

７ 身体拘束について 

 事業所は原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある 

場合等、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者 

に対して説明し、同意を得たうえで、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合には、 

身体拘束を行った日時、理由及び対応等についての記録を行います。また事業所として身体拘束を 

なくしていくための取り組みを積極的に行います。 

 

８ 個人情報の取扱について 

（１）事業所は、サービス提供するうえで知り得た個人情報について、正当な理由なく第三者に提供す

ることはいたしません。これはサービス提供の契約が終了した後にも継続します。 

（２）個人情報は、適正かつ公正な手段により収集します。個人情報の収集にあたっては目的を明確に

し、必要最小限度の範囲とします。 

（３）個人情報の使用について、利用者及びその家族から予め文書で同意を得たうえで、必要な範

囲内において適正に使用します。 

 

９ 緊急時の対応方法について 

 サービス提供中に、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医への 

連絡を行う等必要な措置を講じるとともに、家族、救急隊、居宅介護支援事業所または地域包括支 

援センター等に連絡します。 

 

１０ 事故発生時の対応 

（１）事業所が提供したサービスにより事故が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る

居宅介護支援事業所または地域包括支援センター等に連絡をするとともに、必要な措置を講じま

す。 

（２）事業所が提供したサービスが原因で、利用者に生じた損害については、事業所が賠償する責任を

負います。但し、利用者の故意、または過失が認められた場合や、利用者の急激な体調変化等、

事業所が提供したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が生じた場合は、損害賠

償責任を減じ、免れることができるものとします。 

 

１１ 非常災害対策 

（１）非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備 

し、それらを定期的に従業員に周知します。 

（２）定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行います。（年２回程度） 

 

１２ 業務継続計画の策定等 

（１）感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 

（２）感染症及び災害に係る研修を定期的（年 1回以上）に行います。 

（３）感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 

 

１３ サービス提供に関する相談、苦情について 

   当事業所に対する苦情やご相談は以下の窓口までお申し出ください。 

(1) 当事業所苦情受付窓口 

所 在 地    周南市大字大津島２２１番地 

担 当 者    所長 

電話番号    ０８３４－８５－２１３８ (FAX ０８３４－８５－２１３８) 

受付時間    毎週月曜日～金曜日   午前９時～午後４時 

 

 

 



(2) 当事業所以外の苦情申立窓口 

周南市 高齢者支援課 

住  所：周南市岐山通 1-1 

電話番号：0834-22-8467(FAX0834-22-8251) 

受付時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分 

周南市 地域福祉課 

住  所：周南市岐山通 1-1 

電話番号：0834-22-8462(FAX0834-22-8396) 

受付時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分 

周南市社会福祉事業団  第三者委員 

 

 

 

１４ 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実 施 の 有 無 有  ・  無 

実施した直近の年月日    令和  年  月  日 

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況 有  ・  無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



周南市離島訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いまし

た。 

 

令和   年   月   日 

 

事  業  所 

所 在 地 

名  称 

 

管理者 

 

周南市大字大津島２２１番地 

周南市大津島老人デイサービスセンター 

 

所 長                        印 

 

説  明  者 
職 名 

氏 名 

 

                  印 

         

 

私は、本書面に基づいて、事業所から重要事項の説明を受け、周南市離島訪問介護相当サービスの提

供に同意しました。 

 

令和   年   月   日 

 

利  用  者 

住 所 
 

                                     

 

                                印   
氏 名 

代  理  人 

住 所 
 

                                     

 

                                印   

続  柄（                           ） 

氏 名 

 

 


